
自転車の乗り方を見直そう！詳しくは本紙８ページへ➡

反則行為例 ❷

右側通行、信号無視

6,000円

何歳から対象？

※16歳未満の人は、指導警告
16 以

上歳

４月から自転車の違反も
の対象に
なります青切符※

※交通反則通告制度※交通反則通告制度

反則行為例 ❹

傘差し運転、ヘッドホン・イヤホン使用

5,000円

日吉駅西口一方通行一方通行

反則行為例 ❸
通行禁止違反、一時不停止

5,000円
一方通行等の標識のルールも車と同じ！

一方通行 車両通行止め 車両進入禁止 歩行者等専用 一時停止

※【自転車を除く】が付いている場合を除く

STOP!
違 反違 反

反則行為例 ❶

携帯電話の使用等 (保持 )

12,000円

反則行為例 ❺
並走、二人乗り

3,000円

●問合せ　地域振興課 地域活動係　　045-540-2235　　045-540-2245 / 港北警察署　　045-546-0110

ロータリー

日吉中央通り

浜銀通り

サンロード

普通部通り

路線バスは
相互通行のまま

東急線日吉駅

一方通行の向き

今回変更した範囲

日吉駅西口の一部区間が一方通行に変わりました。
自転車を含む全ての車両が対象です。ルールを守って
通行しましょう。

反則行為反則行為

交通反則切符交付
（青切符）交付
交通反則切符交付

検察に送致検察に送致

赤切符

悪質性・危険性が
高くない場合
指導警告指導警告

警告に従わず、
違反を行ったとき。
事故に直結する
行為をしたとき。

酒気帯び運転等
より危ない行為

反則金納付
※期限内に納付
反則金納付 反則金を

納付しないとき

交付されたらどうなるの？

不起訴
（違反前歴）
不起訴 起訴・略式起訴

（前科）
起訴・略式起訴

反則金

反則金 反則金

反則金 反則金

自転車事故や違反の解消のため、自転車の交通違反が道路交通法の一部改正により「反則金」の対象になります。
対象年齢は16歳以上です。安全な街づくりのために、ルールを守る意識がこれまで以上に求められます。

ページは港北区版です

ⓒ港北区ミズキー 

〒222-0032
港北区大豆戸町26-1
045-540-2323(代表)
045-540-2227

開庁日

(戸籍課･保険年金課･こども家庭支援課の一部の窓口)
なるべく電車・バスで
ご来庁ください

港北区の
データ

人口
367,741

世帯数
186,085

2026年
1月1日現在

港北
区役所

月～金曜 (祝休日・年末年始除く)　8時45分～17時
第2・4土曜 9時～12時
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13歳未満の子どもや
70歳以上の高齢者等が
運転する場合

路上駐車や道路工事等で車道左側の通行が危険な場合

自転車は便利で楽しい乗り物ですが、
ちょっとした不注意が大きな事故に
繋がることがあります。被害者にも
加害者にもなりうる自転車。もう一度
ルールを確認して港北区を安心して
走れるまちにしませんか？

「ぶたはしゃべる」で安全点検をしよう！

ヘルメットを被りましょう！

 ぶ  ブレーキ…ブレーキは効くか
 た  タイヤ……空気は入っているか
 は  反射材……反射材は汚れていないか
　　　　　　   ライトは付くか
 しゃ 車体 ……ハンドルはグラグラしないか
　　　　　　   サドルの高さは合っているか
 べる ベル …… ベルは鳴るか

歩道を通行する時は…

＜歩道通行が認められる場合＞

横浜市では、自転車等が多数放置されている駅周辺の公共の場所（駅前広場や
道路、公園等）を自転車等放置禁止区域に指定し、放置禁止区域内に放置さ
れた自転車やバイクを移動しています。

大人も子どもも、
自転車死亡事故の
主な損傷は頭部です。
着用の際は、「あご
ひも」まで締めま
しょう。

Q.5分だけ歩道に自転車を
　 停めて買い物に行った。
A.短時間でも路上に停めた自
　転車から離れ、すぐに移動で
　きる状態でなければ放置自
　転車になります。

⚠自転車保険の加入が義務です
(神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例より）

神奈川県条例により、市内で自転車を利用する際は
損害賠償責任保険等への加入が必要です。自転車
事故は高額賠償になるケースも増えています。
万が一に備え、加害者・被害者双方を
守るために必ず保険に加入しましょう。

自転車に正しく乗ろう！
や を見直そう！ルール マナー

自転車に乗る前
自転車は車の仲間！ 車道を走ろう！

これは放置自転車？

　区内の各駅には市営・民営の自転車
駐車場が設置されています。自転車
駐車場によって利用形態が異なるため、
利用前に確認してください。
　頻繁に利用する際は、定期利用も検討
してください。定期利用は利用者
が多く満車になることがあります。
利用の際は早めに申込みましょう。

どこに自転車駐車場があるの？

　自転車等が早渕港北保管場所（都筑
区早渕1-16-65）に移動された場合、返
還手続に自転車は1,500円、バイクは
3,000円の保管手数料を支払う必要が
あります。
　また、移動日から2か月経過した場合、
市で処分します。

移動されたらどうなる？

自転車に乗っている時

歩道を通行する場合も、歩行者が優先です。
 ● 幼児用座席を使用しましょう

 ● 前で抱っこは禁止

 ● 漕ぐ人を含む
　4人以上での
　走行は禁止

※満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

●問合せ　自転車の乗り方について：地域活動係　　045-540-2235　　045-540-2245
　　　　　放置自転車について：資源化推進担当　　045-540-2244　　045-540-2245

横浜市シェアサイクル事業自転車を停める時

より詳しい
ルールは
こちらから

横浜市　自転車保険 検索

子どもを自転車に乗せる時

「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある区間

　道路等の公共の場所は、自転車やバイク
を駐車する場所ではありません。
　放置された自転車やバイクはまち
の景観を損ない、歩行者や車両の安全
な通行を妨げ、緊急車両の通行や
活動を妨げる障害物になってしま
います。

放置自転車があると
どんな影響があるの？

01 02

03
シェアサイクルとは、市内のサイクルポートで自転車を借りて別の
ポートにも返却することができる自転車シェアサービスです。買い物
やお出かけ等にも手軽に利用することができます。

ベルの乱用禁止

スピードの
出しすぎ禁止

 ● ヘルメットを着用しましょう

詳細は
こちら

港北区自転車
駐車場一覧

早渕港北保管場所
についてはこちら
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